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特別損失（減損損失）の計上、通期連結業績予想修正及び個別業績予想 

並びに役員報酬の減額に関するお知らせ 

 

当社は、2023 年３月期（2022 年４月 1 日～2023 年３月 31 日）において、特別損失（減損損失）を

計上する見込みとなりました。これに伴い、2023 年２月 10 日に公表いたしました 2023 年３月期（2022 

年４月１日～2023 年３月 31 日）通期連結業績予想につきましても下記のとおり修正いたしますのでお

知らせいたします。  

また、当社は個別業績予想を開示しておりませんが、2023 年３月期の個別業績につきましても前期

実績と比較して差異が生じる見込みとなりましたのでお知らせいたします。 

なお、役員の月額報酬の減額を実施することといたしましたので併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

１．特別損失（減損損失）の計上について 

当社グループの鉄道事業に係る固定資産について、将来の回収可能性を検討した結果、「固定資

産の減損に係る会計基準」に基づく減損の兆候が認められました。そのため、2023 年３月期の決算

において、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として約 5,900 百万円を特別

損失に計上する見込みです。 

併せて、土地再評価法に基づき再評価した土地の減損損失に伴い、「再評価に係る繰延税金負債」

の取崩しにより、法人税等調整額（益）を約 1,320 百万円計上する見込みです。 

    

２．2023 年３月期通期連結業績予想値の修正について 

（2022 年４月 1 日～2023年３月 31 日） 

 

営業収益 営業利益 経常利益 
親会社株主
に帰属する
当期純利益 

1 株当たり 
当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円銭 

前回発表予想（A） 4,800 △400 △360 △460 △309.66 

今回修正予想（B） 4,800 △400 △360 △5,100 △3,433.15 

増減額（B-A） 0 0 0 △4,640  

増減率（％） 0.0 0.0 0.0 －  

(ご参考)前期実績 

(2022 年３月期） 
4,352 △287 △192 △47 △32.12 

 

 



（修正の理由） 

営業収益、営業利益、経常利益につきましては、前回予想から変更はありませんが、親会社株主に

帰属する当期純利益は、上記の減損損失を計上する見込みであることから、前回予想に対して 4,640

百万円下回る見込みであります。 

 

３．2023 年３月期個別業績予想値について 

（2022 年４月１日～2023年３月 31 日） 

 
営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

1 株当たり 
当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円銭 

前期実績（A） 3,487 △45 △112 △10 △7.01 

当期予想（B） 3,620 △300 △290 △5,030 △3,386.03 

増減額（B-A） 133 △255 △178 △5,020  

増減率（％） 3.8 － － —   

（差異の理由） 

営業収益は前期実績値を上回る見込みですが、電力料金高騰などによる営業費用が増加し、営

業利益、経常利益につきましては、前年実績を下回る見込みであります。 

また、上記 1 に記載のとおり、特別損失（減損損失）を計上いたしますので、当期純利益につ

きましても、前期実績値を大幅に下回る見込みです。 

 

注）上記１から３までに記載しております予想値等は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に

基づき作成したものであり、実際の業績は、今後さまざまな要因によって変動する可能性がありま

す。 

 

４．役員報酬の減額について 

上記１の減損損失の計上を鑑み、現在も実施しております取締役及び執行役員の月額報酬の減額率

を引き上げ、以下のとおりとすることを決定いたしました。 

 

取 締 役 会 長   月額報酬の 30％ 

代 表 取 締 役 社 長   月額報酬の 30％ 

取締役常務執行役員   月額報酬の 20％ 

取 締 役 執 行 役 員   月額報酬の 15％ 

執 行 役 員   月額報酬の 15％ 

 

なお、常勤監査役につきましても、引き続き、月額報酬の一部を自主返上する旨、申し入れがあ

りました。 

 

 以上 


